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◎農業経営の規模拡大・農用地の集団化及び新規参入を促進します。
◎農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ります。

徳島県農地中間管理機構は
「知事の指定」を受けて農地の貸借を進めています。
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機構から農地を借りる
場合の流れ

機構に農地を貸す
場合の流れ

機構から農地を借りる
場合の流れ

機構に農地を貸す
場合の流れ

県：農用地利用集積計画への同意

農業委員会：農用地利用集積計画の決定

市町村：農用地利用集積計画の公告
　　　　　　　　　「機構と出し手・受け手との貸借契約」

貸付希望農地リストに登録

出し手から
｢農地を貸したい｣旨の相談

｢貸付希望農用地の
登録申請書｣の

提出

借受け希望者リストに登録

人･農地プラン作成地区を
単位として募集

受け手から
｢農用地借受け申出書｣の

提出

賃料や貸借条件等について、出し手と受け手から
詳細を聞き取り、マッチングを進め、農用地利用
集積計画の原案を作成
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農地中間管理機構（委託を受けた市町村）

・農地を借入れ
　経営規模の拡大をしたい…

・新規に農業に
　取り組みたい…

農地中間管理機構とは

④
貸
付

農地利用集積計画の市町村公告

①
貸
付

　申
請

③
借
受

経営規模を縮小したい…栽培は野菜だけにしたいなあ…

②農地のマッチング(お見合い）

③農地を借受　④担い手に貸付

①
借
受

　申
出

出し手

受け手
（担い手）

中間管理機構

農地中間管理事業の実施方法
※対象は市街化区域以外の農地です。

農地を「貸したい方」と「借りたい方」の仲介をするための公
的な機関です。
県や市町村と連携しながら農地の有効活用を進めていきます。
徳島県では公益財団法人徳島県農業開発公社が農地中間管理機構に指
定されています。

農地中間管理事業の実施方法
※対象は市街化区域以外の農地です。
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中山間地域一般地域

機構集積協力金機構集積協力金
農地中間管理事業により農地を貸し付けた地域や

貸し手に対する支援制度です。

1　地域集積協力金

機構を活用して担い手への農地集積等に取り組む地域

※上記は令和４年度の予定単価です。

交付単価

1 . 0万円／10ａ

1 . 6万円／10ａ

2 . 2万円／10ａ

2 . 8万円／10ａ

  4％超15％以下

15％超30％以下

30％超50％以下

50％超

20％超40％以下

40％超70％以下

70％超

区分１

区分２

区分３

区分４

機構の活用率

1　交付対象

交付対象面積のうち、「1割以上」が新たに担い手に集積されること
が確実であること。ただし、担い手が不足する地域など、一定の条
件の下で割合が１／２に緩和されることがあります。

2　交付要件

地域の農地面積のうち、機構を活用して担い手に貸し付けられた面
積の割合（活用率）に応じて、以下の単価に基づき地域に交付

3　交付単価

地域の団地面積の割合

機構からの転貸により、農地の集約化を図る場合に奨励金を交付します。

※上記は令和４年度の予定単価です。

※上記は令和４年度の予定単価です。

地域の１団地当たりの平均面積

1.5倍以上増加

交付単価

１万円／10ａ

３万円／10ａ

10ポイント以上増加

20ポイント以上増加

区分１

区分２

1　交付対象

・地域の農地面積に占める同一の耕作者の１ha以上（中山間地域及び果樹園
は0.5ha以上、以下同じ）の団地面積の割合が10ポイント以上増加すること

・地域の農地面積に占める同一の耕作者の１ha以上の団地面積の割合が
20ポイント以上増加すること等。

2　交付要件（翌々年までに満たすこと）

3　交付単価

・機構からの転貸面積の内、新たに団地化した面積

4　交付対象面積

経営転換する農業者及びリタイヤする農業者等に対して協力金を交
付します。

2　経営転換協力金

機構を通じて、自作地を担い手に貸し付ける農業者（農地の相続人で
農業経営を行わない者を含む）。ただし、令和４年度・５年度は、地
域集積協力金と一体的に取り組む場合についてのみ対象となります。

1　交付対象

農地を10年以上機構に貸し付けること等

2　交付要件

１万円／10a（上限額25万円／戸）

3　交付単価

◦実質化した「人・農地プラン」の策定地域を対象として、地域内
のまとまった農地を農地中間管理機構（以下「機構」）に貸し付け、担
い手への農地集積・集約化を図る場合に協力金を交付します。
◦同一年度内で（１）と（２）の重複交付が可能です。

⑵集約化奨励金⑵集約化奨励金

⑴集積タイプ⑴集積タイプ
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農地中間管理機構農地整備事業について

機構関連農地整備事業の５要件
①　事業対象農地の全てについて、農地中間管理権が設定されていること
②　農地整備する各団地の合計面積が10ha以上（中山間地域では５ha以上）あり、
　　かつ、各団地が１ha以上の固まりとなっていること
③　農地中間管理権の設定期間が、事業の公告から15年以上あること
④　この事業の実施により、担い手への農地の集団化率が80％以上になること
⑤　この事業により、事業実施地域の収益性が20％以上向上すること

農地中間管理機構は、農地中間管理事業を通して経営規模の拡大、効率的な
土地利用を推進しており、県や土地改良事業団体連合会と協力しながら、
農地中間管理機構関連農地整備事業の実施を応援しています。

機構関連農地整備事業のメリット
◎　ほ場整備により管理しやすい農地になり、農地の流動化が進み、担い手の
　　育成が進む
◎　機構集積協力金の交付
◎　固定資産税の軽減措置（５年間１/２に）
◎　農家の自己負担なしで、ほ場整備が実施可能！　
　　従来の農家費用負担分（12.5％）の
　　全額を国が負担する

◎　県がほ場整備工事を実施
　　現在実施地区：阿南市（芳崎、長生中央、黒地）、小松島市（和田島、黒地）

国

50%

12.5%

62.5%

県

27.5%

市町村

10%

農業者

12.5%

12.5%は国が全額負担

10/10

集団化の
　　考え方 b団地

a団地

c団地

d団地
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農地を貸したい方へ農地を貸したい方へ 登録申請書記載例
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農地を借りたい方へ農地を借りたい方へ 借受け申出書記載例
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農地集積加速化事業（農山漁村未来創造事業）
　重要な生産基盤である農地の最適かつ効率的な利用を進めるため、本県が抱える様々
な課題や多様なニーズに対応した総合的な支援により、機構を活用した担い手への農地
集積・集約化を加速し、地域の実情に応じた持続可能な農業の実現を図ります。

・本事業の実施は、機構を通じた賃貸借が行われている農地を対象とします
・農地の借り手については、「実質化された人・農地プラン」の中心経営体として位置
　付けられた経営体を対象とします
・指定期間は令和４年１月から12月末までとします
・以下の事業について、予算の範囲内で支援を行います（応募状況によっては年度途中
　で終了する可能性あり）

①農地集積促進協力金
　　農地の貸し手に対し、貸付面積に応じて協力金を交付する。
　◇交付要件　・農業振興地域の区域内の農地であること
　　　　　　　・自作地を５年間以上の期間貸し付けること
　　　　　　　・指定期間内に30ａ以上の貸付けが行われること
　◇交 付 率　10千円/10ａ以内（定額）上限250千円／戸　※ａ単位以下切捨

事業の目的

②条件不利農地借受支援事業
　　中山間地域等の条件不利な農地を借り受けた受け手に対し、奨励金を交付する。
　◇交付要件　・指定期間内に新たな借受けが行われること
　　　　　　　・中間農業地域又は山間農業地域の農地であること
　　　　　　　・１区画が10ａ未満の狭小な農地であること
　◇交 付 率　10千円/10ａ以内（定額）上限500千円／経営体　※ａ単位以下切捨

④お試しほ場活用促進事業
　　機構が中間保有している農地での新規就農者や就労支援施設等による「お試しほ場」として
　の活用を支援する。
　◇要　　件　・機構が一定期間以上中間保有している農地であること
　　　　　　　・農業支援センターやJA等の協力により、技術指導体制が整っていること
　◇対象経費　・新規就農者等への指導に係る経費
　　　　　　　・試験的就農に必要となる経費（種苗費等）
　◇交 付 率　100千円/10ａ以内（定額）上限250千円／件　

③経営拡大支援事業
　　人・農地プランに位置付けられた経営体が経営規模の拡大や作業の効率化を図るために必要
　な機械等の導入整備を支援する。
　◇要　　件　・指定期間内に機構借受が行われること
　　　　　　　・事業終了後も機構を活用した規模拡大が見込まれること
　　　　　　　・スマート農業支援タイプは指定された先進的技術の導入であること
　　　　　　　・新規就農支援タイプは原則就農後２年以内の認定新規就農者であること
　◇上 限 額

　
　
　
　　※１　借受面積には新たな借受を含むこと　　※２　新規就農支援タイプの場合
　◇交 付 率　一般　３／10以内
　　　　　　　スマート農業タイプ　４／10以内
　　　　　　　新規就農支援タイプ　１／２以内
　◇対象機械・施設　
　　　　　　　・運搬車両、フォークリフト等の汎用性の高いものは除く
　　　　　　　・農業の生産・流通に直接関係する施設であること

指定期間内の機構借受 （※１）
0.3ha以上 0.5ha未満
0.5ha以上 1.0ha未満
1.0ha以上 2.0ha未満

2.0ha以上 

上限額
1,000千円
2,000千円
3,000千円
4,000千円

上限額 （新規※２）
2,000千円
3,000千円
－
－

共通事項

貸し手支援

借り手支援

農地保全・活用

借り手支援



農地中間管理事業の市町村受付相談窓口農地中間管理事業の市町村受付相談窓口
農地中間管理事業のご相談は、お住まいの市町村又は、

徳島県農地中間管理機構までお願いします

徳島県農地中間管理機構（公益財団法人 徳島県農業開発公社）徳島県農地中間管理機構（公益財団法人 徳島県農業開発公社）

徳 島 市
鳴 門 市
小 松 島 市
阿 南 市
吉 野 川 市
阿 波 市
美 馬 市
三 好 市
勝 浦 町
上 勝 町
佐那河内村
石 井 町
神　山　町
那　賀　町
牟 岐 町
美 波 町
海 陽 町
松 茂 町
北 島 町
藍 住 町
板 野 町
上 板 町
つ る ぎ 町
東みよし町

農 林 水 産 課
農 林 水 産 課
農 林 水 産 課
農 林 水 産 課
農 林 業 振 興 課
農 業 振 興 課
農 林 課
農 林 政 策 課
農 業 振 興 課
産 業 課
産 業 環 境 課
産 業 経 済 課
産 業 観 光 課
農 業 振 興 課
産 業 課
産 業 振 興 課
農 林 水 産 課
産 業 環 境 課
ま ち み ら い 課
建設産業課・産業支援室
産 業 課
産 業 課
産 業 経 済 課
産 業 課

088－621－5246
088－684－1153
0885－34－9292
0884－22－1598
0883－22－2223
0883－36－8720
0883－52－5609
0883－72－7617
0885－42－1505
0885－46－0111
088－679－2115
088－674－1118
088－676－1118
0884－62－3776
0884－72－3419
0884－77－3617
0884－76－1511
088－699－8714
088－698－9806
088－637－3120
088－672－5994
088－694－6806
0883－62－3114
0883－79－5345

市町村名 窓口担当 電話番号

徳島県農地中間管理機構（公益財団法人 徳島県農業開発公社）徳島県農地中間管理機構（公益財団法人 徳島県農業開発公社）

〒７７０－００１１ 徳島市北佐古一番町５番１２号ＪＡ会館８階
TEL ０８８－６２４－７２４７ 　FAX ０８８－６２４－８７５１
ホームぺージ　ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｋｕｓｈｉｍａ‐ｋｏｕｓｈａ．ｊｐ
メールアドレス　ｈｏｍｅ＠ｔｏｋｕｓｈｉｍａ‐ｋｏｕｓｈａ．ｊｐ


